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第６章 検査部門 

 

第１節 保健衛生検査所 

 

保健衛生検査所の業務は、臨床検査に関する業務と、環境食品検査に関する業務、病院へ

の立入検査業務に分けられる。 

 

1 業務体系図 

環
境
食
品
検
査
関
係

：　梅毒血清反応検査

結核対策              　：　ＱＦＴ検査

大規模感染症対策        ：　ＰＣＲ検査

そ
の
他

健康教育　        

被爆者健診　      ：　尿検査

医療法に基づく立入検査

  ：　医薬品安全管理及び検体検査関係

職員結核感染診断　：　ＱＦＴ検査

環
境
食
品
検
査
関
係

食品関係(拭取り・製品)　    ：　細菌検査

　　　　　　　　　　　　  　：　理化学検査

水質関係（遊泳場）        　：　細菌検査

　　　　　　　　　　　　　  ：　理化学検査

有害家庭用品（衣料品検査）  ：　理化学検査

臨
床
検
査
関
係

３歳児健診　　　　　　　：　尿検査

エイズ及び性感染症対策　：　ＨＩＶ抗原抗体検査

 



93 

 

２ 臨床検査関係  

 

（１）３歳児健診 

保健福祉センターが実施する３歳児健康診査で尿検査（蛋白・糖・潜血）を実施して

いる。 

尿検査数

１４６８６
 

 

（２）エイズ及び性感染症対策 
毎月１回中央区保健福祉センターでのＨＩＶ即日検査で、採血と検査を実施してい

る。また MSM向け対策としては、コミュニティーセンター「dista」における、ＨＩＶ
と梅毒の採血と検査を実施している。 

ＨＩＶ抗原抗体検査 ２１７

梅毒血清反応検査 １２９

検査項目 検査数

 

 

（３）結核対策 

平成２０年５月から保健所及び保健福祉センターが実施する接触者健診時に、採血

とＱＦＴ検査を実施している。 

１２５４

ＱＦＴ検査数

 

 

（４）大規模感染症対策 

新型コロナウイルス検査については、令和５年５月８日から、感染症法上「５類感染

症」に位置付けられたことに伴い対応は終了したが、大阪市感染症予防計画に基づき検

査体制は維持している。 

 

（５）その他 

ア 健康教育 

生活習慣病などの疾病を予防することを目指して実施されている健康教育時に、

保健福祉センターの依頼により検査員も参加している（令和５年度は依頼なし）。 

 

イ 被爆者健診 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づいて大阪市長が大阪府知事から
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の委託により年２回行う被爆者を対象とした健康診断で、尿検査（蛋白・糖・潜血・

ウロビリノーゲン）を実施している。 

尿検査数

３４８
 

ウ 職員結核感染診断 

保健福祉センター等で結核健診等に従事する新採用・新配属の職員を対象に結核

感染診断として、採血と QFT検査を実施している。 

ＱＦＴ検査数

６８
 

 

３ 環境食品検査関係 

 

（１） 食品関係 

食品衛生法及び食品表示法に基づいて監視員が収去した食品等の細菌・理化学検査

を実施している。 

 

一般細菌 大腸菌群 大腸菌
腸管出血性

大腸菌
黄色

ブドウ球菌
セレウス菌

ウエルシュ
菌

サルモネラ
属菌

リステリア･
モノサイト

ゲネス

腸炎
ビブリオ

糞便系
大腸菌群

１７４ ４４５ １７４ ６１８ ６１５ ６１９ １６２ ６１５ ０ ０ ０

細菌検査数

 

 

理化学検査数

甘味料 漂白剤 発色剤

１２７ １２７ ０ ３

保存料

 

保存料 （安息香酸・安息香酸ナトリウム、ソルビン酸及びその塩類、デヒドロ酢酸ナト

リウム、パラオキシ安息香酸エステル類） 

甘味料 （サッカリン・サッカリンナトリウム) 

漂白剤  (二酸化硫黄・亜硫酸塩類) 

発色剤  (亜硝酸ナトリウム) 
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（２）  水質関係 

大阪府遊泳場条例に基づいて監視員が採水した遊泳場の水質検査を実施している。

平成１８年度からレジオネラ属菌を新たな検査項目として追加・実施している。 

遊泳場水質検査数

２４９ ７６２４９ ２４９ ２４９

濁度 ＫＭnＯ４ 大腸菌 一般細菌
レジオネラ

属菌

 

 

（３） 有害家庭用品 

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づいて監視員が試買及び収

去した規制対象品のホルムアルデヒド検査を実施している。 

４１０ ４９５ ３ ９

ホルムアルデヒド検査

試買品検査 収去品検査

検体数 検査件数検体数 検査件数

 

 

４ 病院立入検査 

 

医療法に基づいて保健医療対策課が実施している病院定期立入検査において、医薬品安

全管理及び検体検査の精度管理に係る検査を、平成２０年度から実施している。 

立入検査数

１０６
 

 

第２節 放射線技術検査所 

 

放射線技術検査所の業務は大別すると次のとおりである。 

 

１ 保健福祉センター業務 

 

市内２４区の保健福祉センター（分館）にエックス線装置が設置されており、放射線検査

業務実施時に、診療放射線技師が出張し胸部エックス線撮影を実施している。 

 

（１）結核対策 

結核健診、接触者健診、管理健診等 
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（２）肺がん検診 

令和５年度 保健福祉センター別エックス線検査受診者数【人】 

339

住吉 125 48 500 673

東住吉 158

合計 1,762 541 7,607 9,910

平野 110 57 726 893

西成(※) ― ― 261 261

20 427 605

阿倍野 100 17 339 456

住之江 110 18 233 361

城東 144 35 438 617

鶴見 52 22 236 310

生野 185 20 481 686

旭 68 15 342 425

東淀川 64 30 521 615

東成 47 24 244 315

西淀川 32 18 294 344

淀川 62 31 390 483

天王寺 42 9 179 230

浪速 86 26 134 246

港 51 15 178 244

大正 34 13 209 256

中央 26 22 134 182

西 51 18 254 323

保健福祉センター

此花 58 19 130 207

27 276 343

都島 58 23 415 496

結核健診 接触者健診等 肺がん検診 合計

北 40

福島 59 14 266

 

(※)平成 25 年度から結核関連事業については西成区役所に事業移管 

 

２ 検診車業務 

 

地域の実情や市民のニーズに応じて、住民が受診しやすい検診を目指し、検診車を各区保

健福祉センター等に配車し、がん検診や結核健診を実施、診療放射線技師が出張して放射線

検査業務を行っている。 
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（１）胸部検診車（１台） 

○ひまわり２６号  

結核罹患率の高いあいりん地域およびハイリスクグループである日本語学校等学校

施設において結核健診を実施している。また地域の実情に応じた接触者健診および肺

がん検診を実施している。 

（２）乳がん検診車（１台） 

○さくら１号 

乳房を透明なプラスチック板で片方ずつはさみ、平たくしてエックス線撮影するマ

ンモグラフィ検査を実施している。 

 

令和 5年度 検診車による受診者数

1,533

計 129 6,349 4 153 6 230 370 6,836

業務委託 ― ― ― ― ― ― 96

―

特別開催 ― ― ― ― ― ― 4 75

保健所 67 5,331 4 153 ― ― ―

500

西成 56 927 0 0 0 0 15 177

平野 0 0 0 0 1 37 21

354

東住吉 0 0 0 0 0 0 16 341

住吉 0 0 0 0 0 0 16

197

住之江 0 0 0 0 4 160 13 269

阿倍野 1 9 0 0 0 0 9

403

鶴見 0 0 0 0 0 0 10 204

城東 0 0 0 0 0 0 17

335

旭 2 40 0 0 0 0 12 277

生野 0 0 0 0 0 0 14

313

東成 3 42 0 0 0 0 16 252

東淀川 0 0 0 0 0 0 16

196

淀川 0 0 0 0 0 0 0 0

西淀川 0 0 0 0 0 0 9

111

浪速 0 0 0 0 0 0 0 0

天王寺 0 0 0 0 0 0 7

189

大正 0 0 0 0 0 0 11 125

港 0 0 0 0 0 0 13

133

西 0 0 0 0 0 0 8 108

中央 0 0 0 0 0 0 8

136

此花 0 0 0 0 0 0 9 152

福島 0 0 0 0 0 0 8

都島 0 0 0 0 0 0 13 302

北 0 0 0 0 1 33 9 154

保健福祉センター
結核健診 接触者健診 肺がん検診 乳がん検診

回数 人 回数 人 回数 人 回数 人

 



98 

 

３ 医療法に基づく立入検査業務 

 

保健医療対策課が実施している医療法に基づく病院や有床診療所等への定期立入検査で

は放射線部門を担当し、エックス線装置等の適正な使用や管理、書類確認や放射線診療従事

者の健康・被ばく管理等について助言・指導を行っている。 

 (第３章第３節参照) 

また、診療所からエックス線装置等の各届出がされた場合は、実地検査および書類審査を

実施している。 

 

令和５年度 医療法立入検査審査件数 

北 38 72 0 6 10

その他

福島 2 19 0 1 6 1

都島 6 36 0 0

4

中央 32 59 0 0 7 0

此花 0 7 0 0

港 1 14 0 0 3 0

西 11 29 0 2

天王寺 11 14 0 1 9 0

大正 1 7 0 0

西淀川 6 15 0 0 5 0

浪速 2 12 0 1

東淀川 11 23 0 1 4 0

淀川 8 30 0 2

生野 4 24 0 1 17 0

東成 3 17 0 2

城東 9 34 0 0 8 1

旭 5 10 0 0

阿倍野 7 27 0 0 7 0

鶴見 3 19 0 0

住吉 4 25 0 2 7 1

住之江 7 29 0 0

平野 15 33 0 2 9 0

東住吉 8 17 0 0

合計 200 604 0 21 168 5

西成 6 32 0 0

合計
病院

透析・療養型
則24条の2～28条 則29条 則29条 則23条

有床診療所

保健福祉
センター

備付届 変更届 廃止届 使用前 定期立入検査

33

3 0 0 10

0 6 132

9 0 2 53

0 18

3 0 1 12

3 101

7 1 3 53

1 27

8 0 1 49

3 38

4 0 2 21

0 46

7 0 0 22

2 41

6 0 2 30

2 43

4 0 0 40

1 53

7 0 0 29

35 1033

0 59

11 0 0 49

2 41

7 1 0 33
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４ マンモグラフィ読影センター業務 

 

各区保健福祉センターおよび委託医療機関で実施された乳がん検診の読影業務を、放射

線技術検査所内に設置している大阪市マンモグラフィ読影センターで運営している。検診

マンモグラフィ読影認定医師による画像の読影判定にあたって、事前準備・読影介助・結果

整理・結果発送等を実施している。 

 

令和 5 年度 マンモグラフィ読影センターでの読影数 

読影回数 読影件数

350 35,146
 

 


